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量産型登録蓄電システムの応募をされる皆様へ 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下、「ＳＩＩ」という。）の補助金については、国庫補助

金等の公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められております。

当然ながら、ＳＩＩとしましても、補助金に係る不正行為に対して厳正に対処いたします。 

従って、当法人の補助金に対する量産型登録蓄電システムの応募をされる方におきましては、

以下の点につきましては、十分ご認識いただいたうえで量産型登録蓄電システムに関する全て

の手続きに関して適正に行っていただきますようお願いします。 

 
１. 量産型登録蓄電システムとして登録を行った申請者は、ＳＩＩが行う監査や会計検査院に

よる会計監査に備え、申請書全てについて、その一式を本補助金事業の終了から５年以上
保管し、事業終了後においても閲覧や提出に協力しなければなりません。 
 
２. 量産型登録蓄電システムの登録申請書において、如何なる理由があってもその内容に

虚偽の記述を行わないでください。ＳＩＩにより虚偽が認められた場合、当該製造事業者等に
対して内部調査を指示し、その結果を文書でＳＩＩに報告させることができるものとします。 
 
３. 前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正行為の有無及びその内容
を確認するものとします。この場合において、ＳＩＩが審査のために必要であると認められると
きは、当該機器及び関連資料の提出を命じ、製造事業者等の工場、研究施設その他の事
業所に立ち入ることができるものとします。 
 
４. 前項により製造事業者等に不正行為があったと認められたときは、機器の指定を取消

すとともに、製造事業者等の名称及びその内容を公表し、ＳＩＩの所管する契約について一定
期間指名等の対象外とすることができるものとします。 
 
５. 補助金受給に係る不正行為について、ＳＩＩにより量産型登録蓄電システム製造事業者

等の関係者の関与が認められたときは、機器の指定を取消すとともに、製造事業者等の名
称及びその内容を公表し、ＳＩＩの所管する契約について一定期間指名等の対象外とするこ
とができるものとします。 
  
６. 前項の規定による取消しを行った場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補

助事業者に定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金が交付されているときに
は、当該機器の製造事業者等に対して期限を付して当該補助金相当額を請求するものとし
ます。 
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１．事業名   ： 平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 
 
 

２．事業目的  ： 本補助金は、家庭及び事業者等での定置用リチウムイオン蓄電池（以下、「蓄電システム」
という。）の導入に必要な経費の一部を補助し、これらの主体における電力使用の合理化を
促進することを目的とします。 

３．補助対象機器： 「量産型登録蓄電システム」と「大型カスタム蓄電システム」の２種類を補助対象とします。 

① 量産型登録蓄電システム 

量産型登録蓄電システムに関する公募に対し、機器製造事業者等から申請があ
り、ＳＩＩに補助対象機器として認められ、あらかじめＳＩＩに登録される蓄
電システム 
 

② 大型カスタム蓄電システム 

単電池の定格容量×セル数が４８００Ａｈ・セル以上で、蓄電システム製造前
に蓄電システムの使用者（所有者）と蓄電システムを提供するＳＩＩに認めら
れた機器製造事業者等の間において、仕様に関して書面による合意が存在する
蓄電システム 
 
※ 大型カスタム蓄電システムは、事前に蓄電システムの登録を行わず、導入  
  を希望する補助事業者の申請毎に審査を行います。 
 

※ 詳しくは、「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 
  補助対象基準」をご参照ください。 
 
※ 補助対象範囲については、P.２０をご参照ください。 

４．補助事業者 ： ・ 個人（個人事業主含む） 
・ 法人 

※ 蓄電システムの設備そのものを貸与する場合は、蓄電システムを貸与する事業 
  者（以下、「対象機器所有権者」という。）と蓄電システムを使用する個人又 
  は法人（以下、「対象機器使用者」という。）にて、共同で申請してください。 
  なお、申請をする場合は対象機器所有権者が主となり申請を行ってください。 
 

５．補助額   ： 
  （補助率） 

蓄電システム購入金額と、蓄電システム毎に定められた目標価格との差額の２／３以内 
 
※ 詳しくは、P.５～９をご参照ください。 

６．設置場所毎の： 
      補助上限額 

【個人・法人】 １住宅あたり上限１００万円 
【法人】 １事業所あたり上限１億円 
 
※ 補助対象機器毎の補助上限額についてはP.７をご参照ください。 
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７．補助金申請手順： 

『交付申請』と『実績報告』の２段階です。 
 

交付申請 補助対象機器に関わる購入契約後かつ設置前に「補助金交付申請書」（以下、
「交付申請書」という。）をＳＩＩへ提出し、ＳＩＩから「交付決定通知
書」を受領してください。 

※ 購入契約は、交付申請受付開始後かつ補助対象機器登録後に行ってくだ  
  さい。 
※ 交付決定通知書受領前に、補助対象機器の設置工事に着手した場合 
  （設置工事が不要な場合は使用開始した場合）は補助対象外となります  
  のでご注意ください。 
 

実績報告 補助対象機器の設置・引き渡しの完了、及び補助対象費用の支払いが完了し
た後、「補助事業実績報告書 兼 取得財産等明細表」（以下、「実績報告
書」という。）をＳＩＩへ提出し、ＳＩＩから「補助金の額の確定通知書」
を受領してください。 
 

８．申請受付期間： 
 

交付申請 平成２７年 ３月３０日（月）～  平成２７年１２月２８日（月） 
                     郵便私書箱必着 

※ 交付申請の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内で  
      あっても交付申請の受付を終了します。 
 

実績報告 平成２７年 ３月３０日（月）～  平成２８年 １月２９日（金） 
                     郵便私書箱必着 
 

９．補助事業費総額： １３０億円 
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平成27年度

A値

B値

蓄
電
シ
ス
テ
ム

購
入
金
額

A値＝基準価格
B値＝目標価格

付加機能がある場合に
A値を引き上げ

１．補助額の ： 
  考え方 

本事業の補助額は、蓄電システム毎に設定される基準価格（Ａ値）、目標価格（Ｂ
値）及び蓄電システムの購入金額にて決定します。 

２．基準価格 ：  
    目標価格 
      の設定目的 
 

将来、自立的に普及する蓄電システム市場を成立させるため、蓄電システム毎の基
準価格をベースに補助率を変動させます。製造・販売事業者側が機器の価格を低減
させた際にインセンティブを付与し、それによる市場の活性化と、量産体制整備後
のコストダウンを加速させることを目的とします。 



４．目標価格 ： 
    （Ｂ値） 

■補助対象機器の目標価格（Ｂ値）の算定方法 

量産型登録 
蓄電システム 

下記①と②の合計金額が目標価格（Ｂ値）となります。 

①基礎（システム・筐体等） １０万円 

②蓄電池部  ８万円 / １ｋＷｈ 

大型カスタム 
蓄電システム 

下記①と②の合計金額が目標価格（Ｂ値）となります。 

①基礎（システム・筐体等） 定格出力に応じた金額 

②蓄電池部  ８万円 / １ｋＷｈ 

 
※ 量産型登録蓄電システムの基準価格（Ａ値）及び目標価格（Ｂ値）は、ＳＩＩの 
  ホームページをご参照ください。 

金額 金額

１０万円 ２５０ｋW以上 ～ ３００ｋW未満 ３００万円

１０ｋW以上 ～ ５０ｋW未満 ５０万円 ３００ｋW以上 ～ ３５０ｋW未満 ３５０万円

５０ｋW以上 ～ １００ｋW未満 １００万円 ３５０ｋW以上 ～ ４００ｋW未満 ４００万円

１００ｋW以上 ～ １５０ｋW未満 １５０万円 ４００ｋW以上 ～ ４５０ｋW未満 ４５０万円

１５０ｋW以上 ～ ２００ｋW未満 ２００万円 ５００万円

２００ｋW以上 ～ ２５０ｋW未満 ２５０万円

蓄電システム　定格出力 蓄電システム　定格出力

１０ｋW未満

４５０ｋW以上
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３．基準価格    :  
  （Ａ値） 

■補助対象機器の基準価格（Ａ値）の算定方法 

量産型登録 
蓄電システム 

下記①～③の合計金額が基準価格（Ａ値）となります。 

①基礎（システム・筐体等） ２０万円 

②蓄電池部 １６万円 / １ｋＷｈ 

③付加機能 系統連系等 
太陽光発電システム連携 
高サイクル耐久性 
ECHONET  Lite対応 

 ３万円 
 ３万円 
 ３万円 
 ３万円 

大型カスタム 
蓄電システム 

下記①と②の合計金額が基準価格（Ａ値）となります。 

①基礎（システム・筐体等） 定格出力に応じた金額 

②蓄電池部 １６万円 / １ｋＷｈ 

付加機能が複
数ある場合は、
それぞれを合
算します。 

付加機能 審査基準 

系統連系等 
カタログあるいは取扱説明書などに、系統連系可能である旨が明記されていること。系統連系
可能である旨の明記がない場合は、系統運転と蓄電池運転の切換時間が10ms以下であり、かつ
任意の時間にタイマーもしくは通信制御のいずれかにより充放電を行う機能を有していること。 

太陽光発電 
システム連携 

太陽電池用直流入力端子、太陽電池用交流入力端子、または太陽電池出力状態を監視する機能
がある。 

高サイクル耐久性 2,000回繰り返し充放電を行った後の容量が、定格容量の80％以上である。 

ECHONET Lite 
対応 

ECHONET Lite 規格に準拠し、かつ接続可能なHEMS機器がカタログもしくはパンフレット等に
記載されている。 

金額 金額

２０万円 ２５０ｋW以上 ～ ３００ｋW未満 ９６０万円

１０ｋW以上 ～ ５０ｋW未満 １６０万円 ３００ｋW以上 ～ ３５０ｋW未満 １,１２０万円

５０ｋW以上 ～ １００ｋW未満 ３２０万円 ３５０ｋW以上 ～ ４００ｋW未満 １,２８０万円

１００ｋW以上 ～ １５０ｋW未満 ４８０万円 ４００ｋW以上 ～ ４５０ｋW未満 １,４４０万円

１５０ｋW以上 ～ ２００ｋW未満 ６４０万円 １,６００万円

２００ｋW以上 ～ ２５０ｋW未満 ８００万円

蓄電システム　定格出力

４５０ｋW以上

蓄電システム　定格出力

１０ｋW未満
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５．補助対象経費： 「蓄電システム購入金額」と「当該補助対象機器の目標価格（Ｂ値）」との差額
を補助対象経費とします。 

６．補助率及び   ： 
  補助額の計算 

「蓄電システム購入金額」と「当該補助対象機器の基準価格（Ａ値）」により、
以下のように補助対象経費に対する補助率が決定し、補助対象経費に補助率を乗
じて得られた金額が補助額となります。 
 

①「蓄電システム購入金額」がＡ値を上回っている場合 

補助対象経費の⅓ 
   【計算式】 
   （蓄電システム購入金額－目標価格Ｂ値）×１÷３ 

②「蓄電システム購入金額」がＡ値以下の場合  

補助対象経費の⅔ 若しくは 蓄電システム購入金額の¼ 
 

のいずれか高い金額 

   【計算式】 
   （蓄電システム購入金額－目標価格Ｂ値）×２÷３＝Ｘ 
    蓄電システム購入金額×１÷４＝Ｙ 
    ＸとＹのいずれか高い金額を補助 

※ 小数点以下は切り捨てとする。 
※ 量産型登録蓄電システムについては、ＳＩＩホームページに「補助額計算」   
  ページがあります。補助額算出の参考としてください。 
  ＳＩＩは「補助額計算」機能またはその計算結果の利用により、申請者また  
  は第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。必ず申 
  請者自身で補助申請金額の計算を行った上で、申請を行ってください。         
 

７．補助対象  ： 
  機器毎の  
  補助上限金額 

蓄電システム購入金額が当該補助対象機器の基準価格（Ａ値）と同額であった場
合の補助額【（Ａ値－Ｂ値）×２÷３】を補助対象機器毎の補助上限額とします。 
 
※ 設置場所毎の補助上限額についてはＰ.１をご参照ください。 
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８．量産型登録蓄電システムの計算例  ： 

補助額の計算例 

蓄電システムの仕様：【蓄電容量】6.25kWh 【付加機能】高サイクル耐久性 【台数】1台 

基準価格（A値） 

目標価格（B値） 

（蓄電池部16万円×6.25kWh）+ 基礎20万円 + 付加機能3万円 ＝ 123万円 

（蓄電池部  8万円×6.25kWh）+ 基礎10万円 + 付加機能3万円 ＝   60万円 

購入金額が150万円の場合 A値を超えているため①にて算出 

（購入金額150万円 － 目標価格B値60万円） ×  ⅓ ＝ 補助額 30万円 

購入金額が120万円の場合 A値以下のため②にて算出 

【補助額１】（購入金額120万円 － 目標価格B値60万円） ×  ⅔ ＝ 補助額 40万円 
 

【補助額２】   購入金額120万円 × ¼                               ＝ 補助額 30万円 

■ステップ１：基準価格（A値）、目標価格（B値）を算出する 

■ステップ２：蓄電システムの購入金額から補助額を算出する 

【補助額１】＞【補助額２】のため 補助額 40万円 

≪補助額≫ 
（蓄電システム購入金額－B値） 

          ×⅓ 

≪補助額１≫ 
（蓄電システム購入金額－B値） 

          ×⅔ 

Ａ値 

Ｂ値 

≪補助額２≫ 
蓄電システム購入金額 

      ×¼ 

補助額１または２の大きい方を補助 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄電システムの購入金額が 
A値を超えている場合 ① 蓄電システムの購入金額が 

A値以下の場合 ② 
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９．大型カスタム蓄電システムの計算例 ： 

補助額の計算例 

基準価格（A値） 

目標価格（B値） 

（蓄電池部16万円×75kWh） + 基礎640万円   ＝  1,840万円 

（蓄電池部 8万円×75kWh） + 基礎200万円   ＝        800万円 

購入金額が2,900万円の場合 A値を超えているため①にて算出 

（購入金額2,900万円 － 目標価格B値800万円） ×  ⅓ ＝ 700万円 

    補助対象機器毎の補助上限額を上回っているため 補助額 6,933,333円 

購入金額が1,700万円の場合 A値以下のため②にて算出 

【補助額１】（購入金額1,700万円 － 目標価格B値800万円）  ×  ⅔ ＝ 補助額 600万円 
 

【補助額２】   購入金額1,700万円  ×  ¼                                   ＝ 補助額 425万円 

■ステップ１：基準価格（A値）、目標価格（B値）を算出する 

■ステップ２：蓄電システムの購入金額から補助額を算出する 

【補助額１】＞【補助額２】のため 補助額 600万円 

蓄電システムの仕様：【蓄電容量】75kWh 【定格出力】150kW 【台数】１台 

≪補助額≫ 
（蓄電システム購入金額－B値） 

          ×⅓ 

≪補助額１≫ 
（蓄電システム購入金額－B値） 

          ×⅔ 

Ａ値 

Ｂ値 

≪補助額２≫ 
蓄電システム購入金額 

      ×¼ 

補助額１または２の大きい方を補助 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
購
入
金
額 

蓄電システムの購入金額が 
A値を超えている場合 ① 蓄電システムの購入金額が 

A値以下の場合 ② 



指定認証機関 製造事業者等 販売事業者等 申請者 ＳＩＩ

指
定
認
証
機
関
公
募

補
助
金

交
付
申
請

補
助
金

実
績
報
告

指定認証機関申請書 審査
指定認証機関

登録申請書 作成・提出

不採択

採択

指定認証機関公表
（SIIホームページにて）

不採択通知書 受領

採択通知書 受領

蓄電システム認証先 選定・依頼蓄電システム 認証審査

補助対象機器
登録申請書 作成・提出

不採択通知書 受領

採択通知書 受領

蓄電システム認証書
蓄電池部認証書
補助金加算要件確認書
ECHONET Liteチェックシート
震災対策基準確認書

発行

蓄電システム認証書
蓄電池部認証書
補助金加算要件確認書
ECHONET Liteチェックシート
震災対策基準確認書

受領

補助対象機器申請書 審査

採択

量産型登録蓄電システム公表
（SIIホームページにて）

不採択

蓄電システム選定

見積依頼見積書 作成

見積書 発行 見積書 受領

蓄電システム 契約

契約書 発行 契約書 受領

交付申請書 作成・提出

交付申請書 不備修正

交付申請書 審査

不備返却

審査完了
交付決定通知書 発行

交付決定通知書 受領

蓄電システム 手配蓄電システム 出荷準備 蓄電システム 手配依頼

納入・設置（工事） 打合せ

納入・設置（工事）及び引渡し完了

出荷証明書 発行 出荷証明書 必要事項記入 出荷証明書 受領

支払

領収書 受領

実績報告書 作成・提出

実績報告書 不備修正

実績報告書 審査

不備返却

審査完了
補助金の額の確定通知書 発行

補助金支払

補助金の額の確定通知書 受領

補助金 受給

※支払に関しては契約日以降であれば認
めることとします。

領収書 発行

現地調査

量
産
型
登
録
蓄
電
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
公
募

 ３ 事業スキーム 量産型登録蓄電システム 

― ８ ― 

本公募要領の内容範囲 



 ３ 事業スキーム 大型カスタム蓄電システム 

― ９ ― 

指定認証機関 製造事業者等 販売事業者等 申請者 ＳＩＩ

指
定
認
証
機
関
公
募

補
助
金

交
付
申
請

補
助
金

実
績
報
告

指定認証機関申請書 審査
指定認証機関

登録申請書 作成・提出

不採択

採択

指定認証機関公表
（SIIホームページにて）

不採択通知書 受領

採択通知書 受領

蓄電システム検討

交付申請書 作成・提出

交付申請書 不備修正

交付申請書 審査

不備返却

審査完了
交付決定通知書 発行

蓄電システム 製造依頼蓄電システム 製造 蓄電システム 製造依頼

蓄電システム 仕様に関しての打合せ

工事打合せ及び工事着工

支払

領収書 受領

実績報告書 作成・提出

実績報告書 不備修正

実績報告書 審査

不備返却

審査完了
補助金の額の確定通知書 発行

補助金支払

補助金の額の確定通知書 受領

補助金 受給

※支払に関しては契約日以降であれば認
めることとします。

領収書 発行

現地調査

見積書 発行 見積書 受領

仕様に関しての審査依頼

蓄電池部 認証依頼

震災対策基準の審査依頼

仕様に関しての審査

蓄電池部 認証審査

震災対策基準の審査

審査依頼承諾書 発行

蓄電池部認証書 発行

震災対策基準確認書 発行

審査依頼承諾書 受領

蓄電池部認証書 受領

震災対策基準確認書 受領

蓄電システム 契約

契約書 発行 契約書 受領

補助金交付申請に係る必要書類 提出 補助金交付申請に係る
必要書類 受領

製造事業者情報 提出依頼

製造事業者情報 受領

製造事業者 審査

製造事業者情報 提出

・製造事業者の定款
・製造事業者の概要
・決算報告書（３か年分）
・商業登記簿謄本 等

・審査依頼承諾書
・見積仕様書
・蓄電池部認証書
・震災対策基準確認書
・カタログ 等

交付決定通知書 受領

蓄電システム 製品審査

製品審査結果報告書
製品審査表 受領

製品審査結果報告書
製品審査表 発行

設置完了及び引渡し完了

補助金実績報告に係る必要書類 提出 出荷及び補助金実績報告書
に係る必要書類 受領

・製品審査結果報告書
（製品審査表含む）
・納入仕様書
・蓄電池部認証書 等



 ４ 量産型登録蓄電システムに関する公募概要 

― １０ ― 

  １．公  募  名  称  ：   平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金    

             量産型登録蓄電システムに関する公募 

 

 

  ２．公募対象機器  ：   量産型登録蓄電システム 

 

                  ＳＩＩに登録された指定認証機関の審査により、本補助金の補助対象基準を満 

                  たしていることを証明する認証書等が発行されている蓄電システムを対象に公 

                    募します。 

 

                 ※ 詳しくは「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費 

                   補助金 補助対象基準」をご参照ください。 

 

                 ※ 大型カスタム蓄電システムは、事前に蓄電システムの登録を行わず、導入 

                   を希望する補助事業者の申請毎に審査を行うため、本公募の対象外となり 

                                                      ます。詳しくは補助金の申請受付開始時に公表される「平成２６年度補正 

                                                      定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 応募要領」に掲載いた 

                                                      します。  

 

 

  ３．公 募 対 象 者   ：  下記のいずれかの事業者を公募対象者とします。 

 

           ・蓄電システムの製造事業者 

 

           ・蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者 

 

 

  ４．申 請 方 法 ：  申請書をＳＩＩのホームページからダウンロードし、各様式及び必要書類を下記 

                 の申請受付期間内に提出してください。 

  

          

  ５．公 募 期 間 ：  平成２７年３月１６日（月）～  平成２７年１１月３０日（月）（必着） 

    （ 申請受付期間 ）     

                ※ 公募期限前であっても、補助金の申請における交付申請の受付が終了した 
                  場合、補助対象機器の登録申請の受付を終了します。 
 
                  ただし、既に補助対象機器の登録がされている製造事業者については、公 
                  募期限まで申請が可能です。なお上記を満たし、交付申請の受付終了後に 
                  補助対象機器の登録申請を行う場合は、ＳＩＩが製造事業者に対して、一 
                  定の制約を付すことがあります。 
 
 

  ６．公 募 説 明 会  ：  量産型登録蓄電システムに関する公募にあたり、以下の会場・日程にて説明会を 

                 開催予定です。 

 

           平成２７年３月１７日（火）  東京会場 

 

           平成２７年３月１９日（木）   仙台会場 

 

           平成２７年３月２０日（金）   福岡会場 

     

           平成２７年３月２３日（月）   大阪会場 

 

                                               ※詳しくはＳＩＩのホームページをご参照ください。 

   

      



 ５ 量産型登録蓄電システム公表までの流れ 

― １１ ― 

指定認証機関 製造事業者等 ＳＩＩ

・蓄電システム認証書
・蓄電池部認証書
・補助金加算要件確認書
・ECHONET Liteチェックシート
・震災対策基準確認書

発行

・蓄電システム認証書
・蓄電池部認証書
・補助金加算要件確認書
・ECHONET Liteチェックシート
・震災対策基準確認書

受領

量
産
型
登
録
蓄
電
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
公
募

蓄電システム認証先 選定・依頼 指定認証機関公表
（ＳＩＩホームページにて）

※認証審査期間・費用については
各認証機関に確認してください。

蓄電システム 認証審査

補助対象機器申請における
必要書類 作成・取寄せ

補助対象機器
登録申請書 作成・提出

補助対象機器申請書 審査

不採択不採択通知書 受領

※申請書受領から審査完了・量産型登録
蓄電システムとして公表されるまで、
不備がない状態で約２週間程度です。

採択通知書 受領 採択

量産型登録蓄電システム発表
（ＳＩＩホームページにて）



 ６ 公募対象機器（量産型登録蓄電システム） 

― １２ ― 

本公募において対象となる蓄電システムは、蓄電容量が１．０ｋＷｈ以上の蓄電池部と、インバータ、

パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、ＳＩＩが定める

「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」に準拠して 

いることが指定認証機関によって認められている蓄電システムとします（下表参照）。なお、リチウ 

ムイオン蓄電池部は、リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により発生する電気的 

エネルギーを供給する蓄電池とします。また、補助対象となる機器は未使用品に限ります。 

※ 詳しくは別紙「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」 

  をご参照ください。 

 

※ 補助対象基準については、今後の国内外における規格の整備の進捗、その他の市場環境の変化に応じ、 

  所要の措置を講じた上で修正する可能性があります。 

【補助対象基準】（抜粋） 

基準 技術基準 提出書類 

性能および 
表示基準 

① 蓄電容量、定格容量、繰り返し充放電耐久性（サイクル耐久性）に
関して、一定の基準を満たすこと。 測定データ、製品の添付書

類などを指定認証機関が確
認をした書類等 （認証機関

が発行する認証書もしくは
付属書の写し） 

② 定格出力、出力可能時間、保有期間、修理保証、廃棄方法、アフ
ターサービス等について、所定の表示がなされていること。 

（詳細は「補助対象基準 ２ 性能及び表示基準」 及び「性能基準
項目の測定方法（別紙１）」を参照すること。） 

安
全
基
準 

蓄電池部 
「JIS C 8715-2」に準拠すること。 
（詳細は「補助対象基準 ３ 安全基準」を参照すること。） 

指定認証機関による部品認
証に合格したことを証明する
認証書等 

蓄電システム 

次の①及び②に準拠すること。 

指定認証機関による蓄電シ
ステム認証に合格したことを
証明する認証書等 

① 「JIS C 4412-1」又は「JIS C 4412-2」に準拠すること。 

② 補助対象基準「蓄電システムの一般及び安全要求事項（１）（別紙
２）」の耐周囲環境試験（5.8項）、電磁妨害（10項）、負荷への電力
品質（11項）に準拠すること。 
（その他詳細は「補助対象基準 ３ 安全基準」を参照すること。） 

震災対策 
基準 

次の①又は②のいずれかが「蓄電システムの震災対策基準（別紙６）」
に準拠すること。 
（詳細は「補助対象基準 ３ 安全基準」を参照すること。） 

指定認証機関による製品審
査に合格したことを証明する
震災対策基準確認書 ① 

② 
単セル 
蓄電システム 



 量産型登録蓄電システムの登録を行う製造事業者等は次の要件を満たしていなければなりません。 

 

 （１） 対象蓄電システムを国内において自社の製品として販売していること、又は販売を予定していること。 

 

       ※ 販売開始時期を量産型登録蓄電システムの申請書に明記してください。 

 

       ※ 他社製品をＯＥＭ製品として量産型登録蓄電システムの登録をする場合は、量産型登録蓄電シス 

         テムの申請書類にＯＥＭ契約書等を添付してください。 

 

 

 （２）   申請法人の定款、概要、決算報告書（直近３か年分）及び商業登記簿謄本（原本）を提出できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 （３）  製造及び販売事業者として、製造物責任法（ＰＬ法）を遵守できること。 

 

  

 （４） 複数の機器の組合わせで構成される蓄電システムを販売する場合は、補助対象とする機器の組合せ 

       毎にパッケージ型番を付番し、必ず指定認証機関による認証を受けて販売できること。        

 

        ※ パッケージ型番についてはＰ.１９を参照してください。 

 

 

 （５）  出荷・サービスに関しては情報セキュリティに配慮すること。 

 

 

 （６） 出荷された蓄電システムのパッケージ型番に付番された製造番号で、設置場所住所等が把握できる 

       社内体制（トレーサビリティが確保できる体制）が、法定耐用年数（６年間）以上組まれていること。 

 

       ※ 社内体制を説明できる書類（自由形式）を申請書に添付してください。申請法人の概要に記 

         載がある場合は、その旨がわかるように付箋やマーカー等で目印をつけてください。   

― １３ ― 

 ７ 公募対象者の要件  

定 款 
定款の事業目的において、蓄電システムに関する事業が記載されている箇所を示
してください。 

概 要 
申請法人を説明する書類（会社案内等）を提出してください。また、別途組織図
等を記載し、申請担当者の部署名を示してください。 

決 算 報 告 書 

①第三者が認めたことが分かる次の書類の写しを提出してください。 
 例）会計監査人の認印がある書類、税務申告書、証券取引所への報告書、 
   製本された年報 等 

②会社が設立して間もない等の理由で直近３か年分の決算報告書が揃わない場合  
 は、事業の継続性に問題がないことを証明するため、主要取引銀行あるいは公  
 認会計士の推薦書を別途提出してください。また、分離独立等で３か年分揃わ  
 ない場合は、分離前の決算報告書と合わせて３か年分を提出してください。 

商業登記簿謄本 
（ 原 本 ） 

商業登記簿謄本は、申請前３か月以内に発行された原本を提出してください。 



― １４ ― 

 ７ 公募対象者の要件  

 

  （７） 有償無償を問わず、量産型登録蓄電システムの法定耐用年数（６年間）の間、設置する蓄電システ 

         ムの保証、修理、メンテナンス、サポートが継続して行うことができ、そのための拠点を国内に有 

                     すること。 

 

     ※ 国内サービス拠点数を申請書に明記し、サービス拠点一覧（自由形式）を添付してください。 

         申請法人の概要にサービス拠点一覧の記載がある場合は、その旨がわかるように付箋やマー 

         カーで目印をつけてください。 

 

 

  （８）   企業情報、並びに蓄電システム情報の掲載が行うことができるホームページを有すること。 

 

       ※ 事業者情報ＵＲＬと製品情報ＵＲＬを申請書に明記してください。 

 

 

  （９）   使用済み蓄電池について、適切に廃棄または回収する方法を、蓄電システムの添付書類（取扱説明 

       書等）及びホームページに明記して使用者（所有者）に示すこと。 

                      

                     ※ 蓄電池部分が分離されるものについては蓄電池部の添付書類（取扱説明書等）に明記してくだ 

         さい。 

 

     【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」 

 

 

 （１０）   申請する量産型登録蓄電システムを生産（販売）終了とする場合は、あらかじめＳＩＩへ報告する 

                    こと。その報告を受けて、ＳＩＩホームページに掲載されている量産型登録機器一覧内に「生産終 

        了」であることを掲載します。 

 

 

 （１１）   量産型登録蓄電システムを申請する製造事業者等は、「量産型登録蓄電システム申請の同意事 
                   項」Ｐ.１５に同意すること。なお、申請書の提出をもってこれに同意したものとします。 

   

 

 

   

 

 

 



  １．    本事業で定める補助対象基準は補助対象を選定するための基準であり、対象とする蓄電システム  

         の安全性についてＳＩＩが担保するものではありません。設置された量産型登録蓄電システムに 

       より発生する故障や欠陥、瑕疵、事故等についてＳＩＩは一切の責任を負わないこととします。 

                   製品 の瑕疵については、対象蓄電システムを出荷・販売した事業者等が責任を負うこととします。 

 

  ２．  量産型登録蓄電システムに不具合等（製品の個体差によるものは含まない）が発生した場合は、 

       その対策・対応を進めるとともに、速やかにＳＩＩへの報告を行ってください。ＳＩＩは、その 

       不具合の内容により文書での報告を求めることが出来るものとします。また、不具合等により機 

                   器の交換を行う場合は、未使用品を使用すること。 

 

  ３．    ＳＩＩは製品の恒常的な安全を促すために、必要に応じて格別の理由なく、単独で、又は指定認 

                   証機関と共に製造事業者等の立入検査ができます。製造事業者等は、ＳＩＩが求める検査に応じ 

                   なければなりません。またＳＩＩは、検査の結果に応じて、その事業者の蓄電システムをすべて 

       補助対象外とする場合があります。 

 

  ４．   量産型登録蓄電システムの登録を行った申請者は、申請書類一式を本補助事業の終了から５年間 

                   以上保管し、事業終了後においても閲覧や提出に協力しなければなりません。 

 

  ５．   量産型登録蓄電システムの申請書において、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行 

       わないでください。ＳＩＩにより虚偽が認められた場合、当該製造事業者等に対して内部調査を 

                   指示し、その結果を文書でＳＩＩに報告させることができるものとします。 

 

  ６．    前項５の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正行為の有無及びその内容を確認す  

      るものとします。この場合において、ＳＩＩが審査のために必要であると認められるときは、当 

       該機器及び関連資料の提出を命じ、製造事業者等の工場、研究施設その他の事業所に立ち入るこ 

                   とができるものとします。 

 

  ７．    前項６により製造事業者等に不正行為があったと認められたときは、蓄電システムの登録を取消 

       すとともに、製造事業者等の名称及びその内容を公表し、ＳＩＩの所管する契約について一定期 

       間指名等の対象外とすることができるものとします。 

 

  ８．   補助金受給に係る不正行為について、ＳＩＩにより製造事業者等の関係者の関与が認められた場 

                   合、その事業者の登録蓄電システムを全て補助対象外とする場合があります。 

 

  ９．   前項３、７、８の規定による取消しを行った場合において、その取消しに係る部分に関し、既に 

       補助事業者等に本補助事業の補助金が交付されているときには、製造事業者等に対して期限を付 

                   して当該補助金相当額を請求するものとします。 

 

 １０．    前項９の補助金相当額を請求したときには、当該補助事業者等が補助金を受給した日から製造事  

      業者等が納付する日までの日数に応じて、請求額につき年利１０．９５パーセントの割合で計算し 

                   た加算金をあわせて製造事業者等から徴収するものとします。 

 

 １１．    製造事業者等が納付すべき額を納期日までに納付しない場合には、納期日の翌日から納付の日 ま 

                   での日数に応じ、その未納付額につき年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴収 

                   するものとします。 

     

 １２．    申請された内容に変更（機器に係る仕様、印刷物・ホームページ等含む）があった場合は、ＳＩＩ 

                   への報告を行ってください。変更の内容についてＳＩＩが適切でないと判断した場合は、速やか 

       に原状復帰、または追加の変更・修正を行ってください。 
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 ８ 量産型登録蓄電システム申請の同意事項 



 ９ 補助対象基準（抜粋）  

  １．性能及び表示基準 ： 

 

     公募対象となる蓄電システムは、次に示す性能及び表示基準を満たさなければなりません。表示は、蓄電池 

         部と蓄電システムのどちらに関する事項であるかを明確にしてください。詳細は「平成２６年度補正 定置用 

         リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」をご参照ください。また、申請の際は、性能及 

         び表示基準が申請書・添付書類に明記されているかをご確認の上、提出ください。 

 

    （１）蓄電池部  

 

    蓄電池部とは、リチウムイオン蓄電池（単電池、又は組電池）と、これを制御する制御部（バッテリー

    ネージメントユニット等）を含む、蓄電システムの構成部品です。 

 

     ① 定格容量 

        「JIS C 8715-1」で定められた方法により、単電池の定格容量を指定してください。定格容 

            容量の単位はＡｈとします。製造事業者は、単電池の容量の測定値を提出し、定格容量が 

                                これらの測定値以下に設定されていることを示してください。 

 

     ② 公称電圧 

        単電池の電圧を指定又は同定するために用いられる適切な電圧値を指定してください。 

 

     ③ 蓄電容量 

        単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池 

           部の蓄電容量（小数点以下第二位を四捨五入）が、１．０ｋＷｈ以上でなければなりま 

           せん。蓄電容量の単位はＷｈ、ｋＷｈ、ＭＷｈのいずれかとします。 

 

 

 

 

 

 

     ④ サイクル耐久性 

         「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」 

           の別紙１に基づき、充放電サイクル試験を行い、別紙１の③サイクル試験のステップ６で 

             算出される試験後の容量の割合が、２，０００サイクル後で定格容量の６０％以上である 

           ことを示してください。 
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 ９ 補助対象基準（抜粋）   

  （２）蓄電システム  

 

    蓄電システムとは、蓄電池部とインバータ等の半導体電力変換装置等からなるシステムです。 蓄電シ 

       ステムの構成機器（蓄電池部、電力変換装置等）の組合わせ毎にパッケージ型番を付番してください。 

 

       ※ パッケージ型番についてはＰ．１９をご参照ください。 

 

     ① 定格出力 

          定格出力を指定して、定格出力可能時間を取扱説明書等に明記してください。定格出力とは、 

          蓄電システムが連続して出力を維持できる、製造事業者が指定する最大出力とします。定格 

          出力の単位はＷ、ｋＷ、ＭＷのいずれかとします。 

 

        ② 定格出力可能時間 

       定格出力可能時間を当該蓄電システムの添付書類に明記してください。定格出力可能時間と 

          は、定格出力を用いた場合の出力可能時間とします。定格出力可能時間の単位は分とし、出 

          力可能時間が１０分未満の場合は１分刻みで表示してください。出力時間が１０分以上の場 

          合は５分刻みの切り捨てとします。ただし、蓄電システムの運転にあたり、補器類の作動に 

          外部からの電力が必要な電力システムについては、その電力の合計も併記してください。単 

          位はＷ、ｋＷ、ＭＷのいずれかとします。 

 

        ③ 出力可能時間の例示 

       １）複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（Ｗ）と出力可能時間（ｈ）の積 

             で規定される容量（Ｗｈ）が全てのモードで同一でない場合、代表的なモードでの出力可   

             能時間を少なくとも一つ例示してください。出力可能時間とは、蓄電システムを指定した 

             一定出力にて運転を維持できる時間とします。このときの出力は蓄電システム製造事業者 

                                  が指定する値でかまいません。 

           ２）設置希望者の蓄電システムの選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時 

                                   間の例示も認めます。この場合は出力と出力可能時間を表示してください。出力の単位、 

             出力可能時間の単位、補器類が必要な場合については①、②に準じます。また、運転モー 

             ド等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にしてください。 

 

     ④ 保有期間 

       蓄電システムの設置にあたり、補助金を受ける場合、所有者は当該蓄電システムを法定耐用 

          年数（６年間）の間、適正な管理・運用を図らなければなりません。このことを、当該蓄電 

          システムの添付書類に明記し、所有者への注意喚起を行ってください。 

 

     ⑤ 修理保証 

       対象蓄電システムの納品完了日（設置完了日）より、６年間の修理保証をしなければなりま 

          せん（無償・有償は問いません）。修理保証として対象蓄電システムの納品完了日（設置完 

          了完了日）より６年間は当該蓄電システムの所有者からの求めに応じて適切な点検及び修理 

          保証することを、当該蓄電システムの添付書類に明記してください。また、当該蓄電システ 

          ムの所有者からの求めに適切に対応することが可能な体制を維持し、保守部品等を保持して 

          ください。 

 

     ⑥ 廃棄方法 

       使用済み蓄電池を適切に廃棄または回収する方法について、当該蓄電システムの添付書類・ 

          製品情報ホームページ上に明記してください。蓄電池部が分離されるものについては、蓄 

          電池部の添付書類に明記してください。 

 

          【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」 
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     ⑦ アフターサービス 

       国内のアフターサービス窓口の連絡先について、補助対象機器の取扱説明書等に明記してく 

          ださい。 

 

       ⑧ 外形寸法 

          蓄電システムの外形寸法、および重量が明記された書類をＳＩＩに提出してください。なお、 

          蓄電システムが複数のユニットから構成されている場合は、各ユニットの外形寸法、及び重 

          量を適切な単位で明記してください。 

 

     ⑨ 付加機能 

       本補助金の補助額に関係する付加機能（系統連系等、太陽光発電システム連携、高サイクル 

          耐久性、ECHONET  Lite対応）については、あらかじめ指定認証機関の審査を受け、申請の 

          際に、指定認証機関発行の「補助金加算要件確認書」をご提出ください。 

 

       ※  ECHONET Lite対応に関しては指定認証機関発行の「ECHONET Liteチェックシート」と指定認証 

              機関の審査を受ける際に提出された「定置用リチウムイオン蓄電池補助金の付加機能に関する宣 

                                        言書」を併せてご提出ください。 

  

           ※  「平成２５年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池補助金導入支援事業費補助金」の際に取得した 

              「補助金加算要件確認書」、「ECHONET Liteチェックシート」並びに「定置用リチウムイオン蓄 

              電池補助金の付加機能に関する宣言書」も本公募の対象書類とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

     ⑩ 出荷証明書（保証書等） 

       パッケージ型番毎に、製造番号が印字された出荷証明書（保証書等）を発行してください。 

 

          ※ パッケージ型番についてはＰ．１９をご参照ください。 

       

     ⑪ 蓄電システム銘板 

       製造事業者名、パッケージ型番、製造番号が記載された銘板を当該蓄電システムに貼付して 

          ください。なお、これらの項目は１か所で確認できるようにしてください（写真１枚に収ま 

          る範囲が目安）。銘板の記載については、視認性・可読性に配慮し、文字の大きさ、色づか 

          い、光の反射、劣化による文字のスレや剥がれがないようにしてください。 

 

 

 ２．安全基準 ： 公募対象となる蓄電システムは「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事 

          業費補助金 補助対象基準」を満たさなければなりません。詳しくは別紙「平成２６年度補正  

          定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」をご参照ください。 

 ９ 補助対象基準（抜粋）   
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付加機能 審査基準 提出書類

系統連系等

太陽光発電
システム連携

カタログあるいは取扱説明書などに、系統連系可能である旨が明記されていること。
系統連系可能である旨の明記がない場合は、系統運転と蓄電池運転の切換時間が10ms以
下であり、かつ、任意の時間にタイマー、通信制御のいずれかにより充放電を行う機能
を有していること。
※詳細は「補助対象基準　４　付加機能」を参照してください。

太陽電池用直流入力端子、太陽電池用交流入力端子、または太陽電池出力状態を監視す
る機能があること。
※詳細は「補助対象基準　４　付加機能」を参照してください。

ECHONET Lite 規格に準拠し、かつ、接続可能なHEMS機器がカタログ、パンフレット
等に記載されていること。
※詳細は「補助対象基準　４　付加機能」を参照してください。

ECHONET Lite
対応

認証機関が発行する補助金加算要件
確認書・チェックシート、及びＳＩ
Ｉが指定する宣言書

認証機関が発行する
付加機能加算要件確認書

認証機関が発行する
付加機能加算要件確認書

認証機関が発行する認証書
又は、付属書の写し

高サイクル
耐久性

２，０００回繰り返し充放電を行った後の容量が、定格容量の８０％以上であること。
※詳細は「補助対象基準　４　付加機能」を参照してください。



 １０ パッケージ型番についての基本ルール 
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■パッケージ型番の付番について 

 

原則として量産型登録蓄電システムとして申請する構成機器（蓄電池部、電力変換装置等）の組合わせ毎に

パッケージ型番を付番し、そのパッケージ型番毎にシステム認証を受けた上で量産型登録蓄電システムの申

請を行ってください。 

 

組合わせる機器毎に、それぞれ型番・製造番号等が付番される場合も、必ず量産型登録蓄電システムとして

申請する機器の組合わせ毎にパッケージ型番を付番してください。 

 

パッケージ型番に含まれる本体機器の組合わせは常に一意であるようにしてください。 

 

※ 組合わせが異なる場合は、組合わせ毎にパッケージ型番を付番して申請を行ってください。 

 

※ 類似する構成機器（ケーブルの長さ、リモコンの種別等）による違いであっても、それぞれの組合わせ 

  毎にパッケージ型番を付番して申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出荷証明書（保証書等）について 

 

登録するパッケージ型番毎に製造番号を付番して、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印

字された出荷証明書を発行してください。その書類（コピー）を補助金申請の審査対象とします。 

 

※ 登録するパッケージ型番の出荷証明書の発行ができない場合は、本公募の対象外となる場合があります。 

 

■銘板について 

 

登録するパッケージ型番毎に製造番号を付番して、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打

刻された銘板を本体機器に貼付してください。その銘板写真を補助金申請の審査対象とします。 

 

※ 登録するパッケージ型番の銘板を本体機器に貼付することができない場合は、本公募の対象外となる場 

  合があります。 

□認められる組合わせ例         □認められない組合わせ例 

パッケージ型番 
ABC 

蓄電池部      aaa 

電力変換装置 bbb 

リモコン         ccc 

パッケージ型番 
DEF 

蓄電池部      aaa 

電力変換装置 bbb 

リモコン       ccc リモコン       ddd or 

補助対象範囲 

本体機器 

蓄電池部 

電力変換装置 

制御装置 

計測・表示装置 

キュービクル 

パッケージ型番 

出荷証明書（保証書等）に印字 

打刻された銘板を蓄電システムに貼付 

販売見積書・領収金額内訳書等に記載 

領収書に記載 

設置・引渡し完了証明書に記載 

機器製造事業者等にて管理 

機器製造 
事業者 

販売 
事業者 

設置・工事 
事業者 



 

  ※１  対象蓄電システムに付随するものに限ります。 

 

  ※２   他の機器に付随しないものであること。また量産型登録蓄電システムに関しては蓄電システムと共に 

     認証を取得し、パッケージ型番として補助対象機器の申請を行うことができる場合のみ補助対象とし 

        ます。 

 

  ※３  蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器、配線等を収納する箱（外箱）であり、各

     種法令により定められた基準に準拠するものとします。また量産型登録蓄電システムに関しては蓄電 

     システムと共に認証を取得し、パッケージ型番として補助対象機器の申請を行うことができる場合の 

        み補助対象とします。 

 

 

 １１ 補助対象範囲 

― ２０ ― 

   補助対象範囲（パッケージ型番に含めることができる機器等）は蓄電システム機器本体と、それに付随する付 

   帯設備となります。蓄電システム設置に伴う諸経費、工事費等、その他の費用については補助対象外とします。 

 

          ※ 詳しくは「平成２６年度補正 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 補助対象基準」を 

      ご参照ください。 

項目
蓄電容量

1.0kWh未満
蓄電容量

1.0kWh以上

 下記①②の両方を備えた蓄電システム

 ①蓄電池部（リチウムイオン蓄電池）

 ②電力変換装置（※１）
（インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等）

 ③蓄電システム制御装置（※２）

 ④計測・表示装置（※２）

 ⑤キュービクル（※３）

そ
の
他
費
用

蓄
電
シ
ス
テ
ム
費
用

補助対象外

 その他

補助対象

 工事  蓄電システムの設置に伴う工事費（基礎工事、据付・配線工事含む）

 消費税、サービス利用料、通信費、申請手数料等

 本体機器

補助対象外



  ２．系統連系方式蓄電システム補助対象範囲例 

   （パッケージ型番申請可能範囲）    

  １．スタンドアロン方式蓄電システム補助対象範囲例 

   （パッケージ型番申請可能範囲） 

 １２ 補助対象範囲例（パッケージ型番範囲例） 

― ２１ ― 

蓄電池

半導体電力変換装置

蓄電システム制御装置
計測・表示装置等

負荷分電盤

負
荷

スタンドアロン方式
蓄電システム

※出力ＤＣの場合も含む

入力
分電盤

補助対象範囲

補助対象外



― ２２ ― 

  ３．ＤＣ系統接続方式蓄電システム補助対象範囲例 

   （パッケージ型番申請可能範囲）    

  ※ 蓄電システムに必要な接地端子までは補助対象範囲とする。 

蓄電池

半導体電力変換装置

蓄電システム制御装置
計測・表示装置等

負荷機器

ＤＣ系統接続方式
蓄電システム

ＤＣ系統

補助対象範囲

補助対象外

 １２ 補助対象範囲例（パッケージ型番範囲例） 



  
  １．申請書の入手方法 ： 
        ＳＩＩホームページ（http://sii.or.jp/lithium_ion26r/）から申請類一式をダウンロードし、提出に 
        必要な書類を作成してください。 
 
 
  ２．提 出 書 類  ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ・ 指定書式の書類は、必要項目をもれなく記載してください。 

     ・ 自由形式の書類について、ＳＩＩがもとめる事項が判別しにくい場合は付箋やマーカーで目印 

         をつけてください。 

     ・ 書類一式をファイルに綴じ、書類名を記した見出し（タブ）をつけてください。 

     ・ ３部（正１部、副２部）作成し、２部（正１部、副１部）をＳＩＩに提出、１部（副１部）を 

         申請担当者が保管してください。 

     ・ 提出書類に不備・不足等がある場合、審査の対象にならないことがあります。提出前に必ず 

         確認をしてください。 

               

 １３ 申請方法・提出書類 

― ２３ ― 

No. 形式 書類名称 部数 備考

1 様式１ 量産型登録蓄電システム申請書 １部

2 様式２ 量産型登録蓄電システム情報 １部

3 様式３ 量産型登録蓄電システム概要１ 機器数分

4 様式４ 量産型登録蓄電システム概要２ 機器数分

5 様式５ 量産型登録蓄電システム概要３ 機器数分

6 自由形式 申請法人の定款 １部

7 自由形式 申請法人の概要 １部

8 自由形式 決算報告書 １部 直近３か年分

9 定型 商業登記簿謄本 １部
原本

発行から３か月以内

10
認証機関

指定形式

＜指定認証機関発行＞

蓄電システム認証書
機器数分 写し

11
認証機関

指定形式

＜指定認証機関発行＞

機器安全基準チェックシート
機器数分 写し

12
認証機関

指定形式

＜指定認証機関発行＞

蓄電池部認証書
機器数分 写し

13
認証機関

指定形式

＜指定認証機関発行＞

震災対策基準確認書
機器数分 写し

14
認証機関

指定形式

＜指定認証機関発行＞

補助金加算要件確認書、ECHONET Liteチェックシート
機器数分

写し

※付加機能がある場合のみ

15
ＳＩＩ

指定様式

「定置用リチウムイオン蓄電池補助金の付加機能」に関する宣言書

（ECHONET Lite対応の場合のみ）
機器数分 ※付加機能がある場合のみ

16 自由形式 出荷証明書（保証書等）の雛型 機器数分 印字例を記載したもの

17 自由形式 銘板サンプル 機器数分

18 自由形式
製品添付書類等

取扱説明書、仕様書、カタログ、社内体制図（トレーサビリティ）　等
機器数分



   １．申請書の提出先    ：  〒１０４－００６１ 

    （問 合 せ 先）      東京都中央区銀座２－１６－７ 恒産第３ビル 

                一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）審査第三グループ 

                リチウムイオン蓄電池補助金 量産型登録蓄電システム申請担当宛 

 

               ※ 封筒表面に赤字で『量産型登録蓄電システム申請書在中』と必ず記入 

                                                           してください。 

 

                       ＴＥＬ：０３－５５６５－４９５８ 

                   （受付時間：平日 １０：００～１２：００、１３：００～１７：００） 

 

  ２．審 査 方 法    ：  関係分野の専門家からなる外部審査委員会にて認められた基準に準拠し審 

                    査を行います。 

  

  ３．量産型登録       ：  採択された量産型登録蓄電システムは、ＳＩＩホームページで公表します。 

     蓄電システムの公表    公表する内容は、以下のとおりとします。 

 

               ・事業者名（申請者名） 

               ・製品名称 

               ・パッケージ型番 

               ・定格出力 

               ・蓄電容量 

               ・付加機能の有無 

               ・基準価格（Ａ値） 

               ・目標価格（Ｂ値） 

                      ・補助対象機器毎の補助上限額 

               ・製品情報ＵＲＬ 

 

  ４．結 果 の 通 知     ：    申請者宛てに書面にて通知します。 

 

  ５．採択後の留意事項    ：     ① 以下の場合は、速やかにＳＩＩへ報告を行い、ＳＩＩの指示に従って 

                     ください。 

 

                                                          ・量産型登録蓄電システムに不具合が発生した場合 

                     ・申請情報に変更が発生した場合（担当者、連絡先、ＨＰ情報 等）  

                  ・量産型登録蓄電システムの仕様を変更する場合 

                ・量産型登録蓄電システムを生産（販売）終了とする場合  

 

                                                       ② 補助対象基準については、今後の国内外における規格の整備の進捗、 

                                                           その他の市場環境の変化に応じ、所要の措置を講じた上で修正する 

                                                           可能性があります。その場合、ＳＩＩは変更内容及び対応方法につ 

                      いて機器製造事業者等に事前に通知すると共に、その内容をＳＩＩ 

                                                           ホームページにて公表します。  

 

 １４ 申請書の提出先・審査・公表等 

― ２４ ― 



 １５ 更新履歴 

― ２５ ― 

No. 更新日 更新ページ 更新内容 

１ 2015/3/16 初版 

２ 2015/3/17 

Ｐ.７ 計算例の補助額の変更 

Ｐ.１７ 補助対象基準の見出し番号の変更 

３ 2015/4/20 

Ｐ.２ 申請受付期間の変更（受付終了日の追加） 

Ｐ.１０ 公募期間の変更（公募終了日の追加） 


